
合同入札監視委員会定例会議 議事概要

１  開催日    平成 26 年 12月 15 日（月）

２  場  所    独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 1901 会議室

３  委  員

［委員長］

   岡田 外司博(大学教授)

［委員］（五十音順）

   嘉村 孝(弁護士)、古関 潤一(大学教授)、中村 豪（大学教授）、早川 光敬（大学教授）

４  審議対象期間  平成 26年 4月 1日～平成 26 年 9月 30 日

５  抽出件数

入    札    方    式 抽 出 件 数

工

事

１ 落札率が高い契約       １件

２ 一者応札・一者応募の契約       １件

３
一定の関係を有するものとして情報

公開対象法人との契約
      １件

４ 指名競争入札       １件

５ 入札方式にかかわらない抽出       ２件（１件）

業

務

等

６ 落札率が高い契約       １件

７ 一者応札・一者応募の契約    １件

８
一定の関係を有するものとして情報

公開対象法人との契約
   １件

抽 出 件 数（計）     ９件（１件）

    （注）抽出件数の(  )書は、事務所の分任契約担当役の発注で内数である。

６  委員からの意見･質問及びそれに対する回答

    個別抽出事案の審議内容は別紙のとおり。

以  上



別 紙

意   見 ・ 質   問 回          答

１ 【洋光台中央団地１－３号棟他１２棟

外壁修繕その他工事】

・落札者は一定の関係を有する法人との

ことだが、機構とどのような関係にあ

るのか。

・応札者が少ない理由は何か。

・落札率が高い理由は何か。

・工事費の上昇は予定価格に反映されて

いるのか。また、単価の見直しの頻度

はどれくらいか。

・入札参加の際必要な技術資料の作成労

力はどの程度のものなのか。

・機構職員ＯＢがいることが、高落札率

に結びついていることはないか。

・応札者数が少ないことが高落札率に結

びつくと想定されるが、参加者を増や

すため、参加要件の一つである地域要

件等を緩和することは可能か。

・直近の同社の総売上高に占める当機構との

取引割合が１/３以上あり、かつ、当機構で

課長職以上の経験がある者３名が役員等と

して再就職しています。

・競争参加者は５者おり少ないとは考えてお

りません。また、入札を辞退した３者に確

認したところ、技術者の配置が難しいため

入札を辞退したとのことです。

・東日本大震災以降、資材の高騰や技術者不

足等の影響で多くの入札が高止まり傾向に

あり、本件もその影響を受けていると考え

られます。また、本件については、工事現

場の特殊性に鑑み仮設の考え方や主要な数

量を事前に示したことも高落札率の要因と

して考えられます。更に、落札者は同種工

事の受注経験が豊富であったため、精度の

高い積算が可能であったと推測されます。

・積算基準は公開されており、それに基づい

て予定価格を作成しています。

また、単価の見直しは、1 年毎に行ってい

ます。

・技術資料には施工計画書も含まれており、

受注した場合それを遵守する義務もあるた

め、工事案件毎に参加者は時間をかけて適

正かつ丁寧に作成していると考えておりま

す。

・過去にも、同社は当機構が発注した競争入

札に参加していますが、多くは落札できて

おらず、ＯＢがいることで有利に受注して

いるとは考えておりません。

・現在は、千葉・神奈川・埼玉の各地域支社

を統合し、関東地域として茨城県を含めた

地域要件としています。



２

３

４

【アーバンみらい東大宮東一番街屋外

環境整備工事】

・落札者の技術評価点は満点に対して低い

ようだが。

・１者応札の理由として考えられることは

何か。

１

・１者応札にもかかわらず比較的低い落札

率になった理由は何か。

【葛西クリーンタウン清新南ハイツ他

１２団地自家用電気工作物修繕工事】

・発注金額規模が大きく、小規模事業者

にとって受注しづらいと思料される

が、分割して発注することは考えられ

ないか。

・例えば、工事内容の一部である直流電

源装置（バッテリー）の取り換えを分

割して発注すれば、小規模事業者の参

加も可能ではないか。

【Ｈ２６えびな団地土木修繕その他工事】

・１８者指名中１３者が辞退しているが、

その理由は何か。

・辞退理由はヒアリングして、裏付けをと

っておくべきではないか。

・具体的に技術者の手配とはどういうこと

なのか。

・屋外環境整備工事の技術評価点としては、そ

れほど低いとは考えておりません。

・工事に必要な監理技術者を確保できないこと

や、人手不足で十分な施工体制が取れないこ

と等が考えられます。なお、公募資料の請求

は６者ありました。

・当然、他社の応募状況はわからないようにし

ていますので、受注意欲の表れと思われま

す。

・一括して発注することで、経費の縮減を図

るとともに、停電を伴う難易度の高い工事

であり、居住者への周知に手間がかかるこ

とから、10数団地で同種工事を実施するこ

とにより、事業者の習熟度も高まると考え

ております。

・工事の効率性に鑑み一体的に発注していま

すが、直流電源装置の単独修繕工事の場合

は、工事規模から小規模事業者の工事とし

て、発注する場合もあります。

・別の工事を施工中であったり、人手不足で十

分な施工体制が取れないこと等が考えられ

ます。また、本件の大半が駐車場整備工事の

ため、駐車場契約者との対応が煩雑であり、

工事スケジュールに大きな影響を及ぼす可

能性があることも、辞退の要因として考えら

れます。

・辞退理由を明かすことを義務付けてはおりま

せんが、機会があれば伺うようにはしてお

り、技術者が手配できないという理由が多い

ところです。

・工事施工の技術上の管理を行う（主任・監

理）技術者の選定や、工事を行う下請業者

の手配など多岐にわたっています。



5-1

5-2

【千葉北部地区北環状線清戸西工区外

道路関連工事（その２）】

・技術評価点の差の理由は何か。

・配点に中間点はないのか。

・評価は何人でしているのか。

【八戸新都市用地管理（除草）（２６－

１）工事】

・競争参加資格の条件として、「八戸市

内」に限定しているのか。

・落札率が高く、競争参加者が少なかっ

たのは何故か。

・除草工事でユニットプライス型積算方

式を採用している理由は何か。ユニッ

トプライス型積算方式は、従来の積上

げ積算方式と比べて予定価格を予想し

やすいのではないか。

・ユニットプライスは公表しないのか。

・評価点については技術評価委員会で決定し

ており、実現可能な提案内容であるか等詳

細なところを考慮して決定しております。

・規定により３段階の配点となっておりま

す。

・６人で実施しております。

・地理的条件として、八戸市内に建設業法上

の営業所等があるか、若しくは過去 10 年

間に八戸市内での同種工事の施工実績が

あればよく、八戸市以外の業者でも競争に

参加できるようにしております。なお、除

草工事では、機動性や地域性が求められる

ため、「八戸市内」での事務所の所在か施

工実績を求めています。

・昨年度の競争参加者は本件落札業者を含む

６者でしたが、昨年度も落札した本件落札

業者以外は予定価格を超過しており、その

結果を踏まえ、今年度は競争への参加が少

なく、落札率も高くなったのではないかと

思われます。

・除草工事は単純な工事であり、ユニット毎

の単価設定が比較的容易であり、追加工事

等の協議を円滑に行うことができる等の

メリットがあります。また、従来の積上げ

積算方式とは異なり、契約実績データに基

づいたユニット毎の単価を用いて積算す

るので、実勢を反映した透明性が高い積算

を行うことができます。後日積算した工事

費内訳書を公表していること、競争参加を

希望する者が少ないこと等により、結果と

して落札率が高くなったのではないかと

思われます。

・本件契約に基づき後日合意したユニットプ

ライスは公表しませんが、ユニットプライ

スに基づき積算した工事費内訳書を公表し

ています。



６

７

８

【Ｈ２６夏ＷＥＢ動画広告他出稿等業

務（７月分）】

・本件は、企画競争により価格の割引率

を含む企画提案の高評価者として決定

した者との間で見積合せにより実施し

た業務であり、結果として落札率が高

くなることはやむを得ないころか。

【四谷駅前地区再開発工事総合監理業務】

・一者応募の理由として、どのようなこ

とが考えられるか。

・技術者の要件が詳細であるとの印象を

受けるが。

・落札率が高い理由として、どのような

ことが考えられるか。

【平成２６年度標準詳細設計図集等の

改定検討業務】

・標準詳細設計図集等の改定検討とはど

のような業務か。

・技術評価点と価格評価点の配分は決ま

っているのか。価格評価点のウェイト

が低いと感じるが。

・業務の性質上、特定の事業者が落札す

るケースが多いと考えられるが、競争

入札を維持していくことは必須であ

り、また、総合評価における技術評価

を公正に行うことが重要であると考え

る。

・そのように考えております。

・当該地区に係る権利者数が膨大なため、当

該再開発工事の基本設計を実施した者以外

の者の受注意欲が低かったのではないかと

思われます。

・業務が多岐にわたるため、必要最低限な要

件と考えております。

・参考数量等は閲覧に供しており、予定価格

に近い金額を算定することは可能である

と考えられます。

・当機構における建築設計で共通に使用する

設計図書（本件では構造関係特記仕様書類

のみ）の改定原案を作成する業務です。

・技術評価点と価格評価点の配分は、業務の

特性を考慮して決めることとされており

ますが、本件の場合、総合評価方式による

コンサルタント業務としては標準的な配

分としております。

以 上


